
 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービスセンター松寿園 

「指定通所介護」重要事項説明書 
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「指定通所介護」重要事項説明書 

 

 

１． 事業者の概要 

 

 

 

 

 

  

 

２． 事業所の概要 

  

（１）建物の構造    鉄筋コンクリート造 地上１階 

（２）建物の延べ床面積   ６６４．９９㎡ 

（３）事業所の種類    指定通所介護事業所・平成１２年３月３１日指定  

石川県 1770300083 号 

           ※当事業所は介護老人福祉施設松寿園に併設されています。 

（４）事業所の目的     事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員等が、要介護状態に

ある高齢者に対し、居宅において日常生活を営むために適切な通

所介護サービスを提供します。 

（５）事業所の名称     

（６）事業所の所在地  石川県小松市向本折町ホ３１番地 

（７）電話番号       ０７６１－２２－０３５２ 

（８）事業所長（管理者）氏名    古新 明美 

（９）当事業所の運営方針 ①事業所の介護職員等は、要介護者の心身の状況を踏まえて、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行います。 

②事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保健・医療・

福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に

努めます。 

（10）開設年月日      昭和５７年２月２５日 

（11）利用定員        ５０人 

 

 

 

法人の名称  社会福祉法人 松寿園 

主たる事務所の所在地  〒923-0801 石川県小松市向本折町ホ３１番地 

代表者  理事長 山本省五 

法人設立年月日  昭和 27 年 5 月 9 日（創立明治 32 年 2 月 19 日） 

電話番号  0761-22-0756  
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３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 今江、月津、向本折、芦城地域及び小松市全域 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 月～土 （日曜日、年末年始を休日とします。）   

サービス提供時間 ９：００～１６：１０  

延長時間 時間は７：３０～９：００、１６：１０～２０：００まで延長

します。 利用時間については相談に応じます。 

  

４．職員体制及び勤務形態 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 職員配置 指定基準 

１．管理者兼務 １名 １名 

２．介護職員（非常勤を含む） ８名以上 ８名 

３．生活相談員 １名以上 １名 

４．看護職員 １名以上 １名 

５．機能訓練指導員 １名以上  （１）名 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

<サービスの概要>   

ご利用者の居宅サービス計画書（ケアプラン）に基づいて、通所介護計画を作成しサー

ビスの提供をします。 

① 入浴 

・ 利用者に応じた入浴設備を使用し、入浴していただきます。但し、体調不良の場合は

中止することもあります。   

 ②個別機能訓練 

・ ご利用者個々の心身等の状況に応じて、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに    

基づき、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を

行います。 

③栄養改善 

・低栄養状態にある方又はその恐れのあるご利用者に対し、管理栄養士等が栄養ケア計

画を作成し、これに基づき体力の低下や病気にかかりやすい状態を改善するため栄養

指導を行います。 

④口腔機能向上 

・口腔機能の低下している方又はその恐れのあるご利用者に対し、歯科衛生士等が口腔

機能改善のための計画を作成し、これに基づき、感染症防止のため口腔内清掃の指導
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や摂食・嚥下機能の改善のための訓練を行います。 

③ 科学的介護推進体制 

・科学的介護情報システム「ＬＩＦＥ」を活用。介護サービスの根拠を示すため、利用者

の心身状態、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等のデータ提出を行い、情報収集と分

析から必要に応じてサービス計画書を見直しサービス提供をします。このシステムを活

用することで、利用者の自立支援と重度化防止を行います。 

                           

 

<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第 6 条参照）（三者契約書第 7 条参照） 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、ご利

用者の要介護度・負担割合に応じて異なります。）※1 時間単位の料金設定 

 

［①３～４時間未満ご利用の場合］ 

ご利用者の 

要介護度 

1．ご利用者のサー

ビス利用金 

2．うち、介護保険か

ら給付される金額 

3．サービス利用に係る

自己負担額（１－３） 

要介護１ ３，５８０円 

３,２２２円（9 割） 

２,８６４円（8 割） 

２,５０６円（7 割） 

３５８円（1 割） 

７１６円（2 割） 

 １，０７４円（3 割） 

要介護２ ４，０９０円 

３,６８１円（9 割） 

３,２７２円（8 割） 

２,８６３円（7 割） 

４０９円（1 割） 

８１８円（2 割） 

１,２２７円（3 割）   

要介護３ ４，６２０円 

４,１５８円（9 割） 

３,６９６円（8 割） 

３,２３４円（7 割） 

４６２円（1 割） 

９２４円（2 割） 

１,３８６円（3 割）   

要介護４ ５，１３０円 

４,６１７円（9 割） 

４,１０４円（8 割） 

３,５９１円（7 割） 

５１３円（1 割） 

１,０２６円（2 割） 

１,５３９円（3 割）  

要介護５ ５,６８０円 

５,１１２円（9 割） 

４,５４４円（8 割） 

３,９７６円（7 割） 

５６８円（1 割） 

１,１３６円（2 割） 

１,７０４円（3 割）  

 

［②４～５時間未満ご利用の場合］ 

ご利用者の 

要介護度 

1．ご利用者のサー

ビス利用金 

2．うち、介護保険か

ら給付される金額 

3．サービス利用に係る

自己負担額（１－３） 

要介護１ ３，７６０円 

３，３８４円（9 割） 

３，００８円（8 割） 

２，６３２円（7 割） 

３７６円（1 割） 

７５２円（2 割） 

１，１２８円（3 割） 

要介護２ ４，３００円 

３，８７０円（9 割） 

３，４４０円（8 割） 

３，０１０円（7 割） 

４３０円（1 割） 

８６０円（2 割） 

１，２９０円（3 割） 
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要介護３ ４，８６０円 

４，３７４円（9 割） 

３，８８８円（8 割） 

３，４０２円（7 割） 

４８６円（1 割） 

９７２円（2 割） 

１，４５８円（3 割） 

要介護４ ５，４１０円 

４，８６９円（9 割） 

４，３２８円（8 割） 

３，７８７円（7 割） 

５４１円（1 割） 

１，０８２円（2 割） 

１，６２３円（3 割） 

要介護５ ５，９７０円 

５，３７３円（9 割） 

４，７７６円（8 割） 

４，１７９円（7 割） 

５９７円（1 割） 

１，１９４円（2 割） 

１，７９１円（3 割） 

 

 

［③５～６時間未満ご利用の場合］ 

ご利用者の 

要介護度 

1．ご利用者のサー

ビス利用金 

2．うち、介護保険か

ら給付される金額 

3．サービス利用に係る

自己負担額（１－３） 

要介護１ ５，４４０円 

４，８９６円（9 割） 

４，３５２円（8 割） 

３，８０８円（7 割） 

５４４円（1 割） 

１，０８８円（2 割） 

１，６３２円（3 割） 

要介護２ ６，４３０円 

５，７８７円（9 割） 

５，１４４円（8 割） 

４，５０１円（7 割） 

６４３円（1 割） 

１，２８６円（2 割） 

１，９２９円（3 割） 

要介護３ ７，４３０円 

６，６８７円（9 割） 

５，９４４円（8 割） 

５，２０１円（7 割） 

７４３円（1 割） 

１，４８６円（2 割） 

２，２２９円（3 割） 

要介護４ ８，４００円 

７，５６０円（9 割） 

６，７２０円（8 割） 

５，８８０円（7 割） 

８４０円（1 割） 

１，６８０円（2 割） 

２，５２０円（3 割） 

要介護５ ９，４００円 

８，４６０円（9 割） 

７，５２０円（8 割） 

６，５８０円（7 割） 

９４０円（1 割） 

１，８８０円（2 割） 

２，８２０円（3 割） 

 

［④６～７時間未満ご利用の場合］ 

ご利用者の 

要介護度 

1．ご利用者のサー

ビス利用金 

2．うち、介護保険か

ら給付される金額 

3．サービス利用に係る

自己負担額（１－３） 

要介護１ ５,６４０円 

６，２０４円（9 割） 

６，７６８円（8 割） 

７，３３２円（7 割） 

５６４円（1 割） 

１，１２８円（2 割） 

１，６９２円（3 割） 

要介護２ ６,６７０円 

６，００３円（9 割） 

５，３３６円（8 割） 

４，６６９円（7 割） 

６６７円（1 割） 

１，３３４円（2 割） 

２，００１円（3 割） 

要介護３ ７,７００円 

６，９３０円（9 割） 

６，１６０円（8 割） 

５，３９０円（7 割） 

７７０円（1 割） 

１，５４０円（2 割） 

２，３１０円（3 割） 

要介護４ ８,７１０円 

７，８３９円（9 割） 

６，９６８円（8 割）

６，０９７円（7 割）      

８７１円（1 割） 

１，７４２円（2 割） 

２，６１３円（3 割） 
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要介護５ ９,７４０円 

８，７６６円（9 割） 

７，７９２円（8 割） 

６，８１８円（7 割） 

９７４円（1 割） 

１，９４８円（2 割） 

２，９２２円（3 割） 

 

 

［⑤７～８時間未満ご利用の場合］ 

ご利用者の 

要介護度 

1．ご利用者のサー

ビス利用金 

2．うち、介護保険か

ら給付される金額 

3．サービス利用に係る

自己負担額（１－３） 

要介護１ ６,２９０円 

５，６６１円（9 割） 

５，０３２円（8 割） 

４，４０３円（7 割） 

６２９円（1 割） 

１，２５８円（2 割） 

１，８８７円（3 割） 

要介護２ ７,４４０円 

６，６９６円（9 割） 

５，９５２円（8 割） 

５，２０８円（7 割） 

７４４円（1 割） 

１，４８８円（2 割） 

２，２３２円（3 割） 

要介護３ ８,６１０円 

７，７４９円（9 割） 

６，８８８円（8 割） 

６，０２７円（7 割） 

８６１円（1 割） 

１，７２２円（2 割） 

２，５８３円（3 割） 

要介護４ ９,８００円 

８，８２０円（9 割） 

７，８４０円（8 割） 

６，８６０円（7 割） 

９８０円（1 割） 

１，９６０円（2 割） 

２，９４０円（3 割） 

要介護５ １０,９７０円 

９，８７３円（9 割） 

８，７７６円（8 割） 

７，６７９円（7 割） 

１，０９７円（1 割） 

２，１９４円（2 割） 

３，２９１円（3 割） 

 

 

 

［⑥８～９時間未満ご利用の場合］ 

ご利用者の 

要介護度 

1．ご利用者のサー

ビス利用金 

2．うち、介護保険か

ら給付される金額 

3．サービス利用に係る

自己負担額（１－３） 

要介護１ ６,４７０円 

５，８２３円（9 割） 

５，１７６円（8 割） 

４，５２９円（7 割） 

６４７円（1 割） 

１，２９４円（2 割） 

１，９４１円（3 割） 

要介護２ ７,８７０円 

７，１０５円（9 割） 

６，３４０円（8 割） 

５，５７５円（7 割） 

７６５円（1 割） 

１，５３０円（2 割） 

２，２９５円（3 割） 

要介護３ ８,８５０円 

７，９６５円（9 割） 

７，０８０円（8 割） 

６，１９５円（7 割） 

８８５円（1 割） 

１，７７０円（2 割） 

２，６５５円（3 割） 

要介護４ １０,０７０円 

９，０６３円（9 割） 

８，０５６円（8 割） 

７，０４９円（7 割） 

１，００７円（1 割） 

２，０１４円（2 割） 

３，０２１円（3 割） 

要介護５ １１,２７０円 

１０,１４３円（9 割） 

 ９,０１６円（8 割） 

 ７,８８９円（7 割） 

１，１２７円（1 割） 

２，２５４円（2 割） 

３，３８１円（3 割） 
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☆送迎費は上記料金に包括されています。 

☆送迎サービスをご利用されない場合は、上記料金より片道につき４７０円お引きいたし

ます。 

☆他の事業所等と同乗送迎はしておりません。 

☆３時間未満は「３～４時間」の７０％をいただきます。 

☆９時間以上１０時間未満は５００円、１０時間以上１１時間未満は１,０００円、 

１１時間以上１２時間未満は１,５００円、１２時間以上１３時間未満は２,０００円、  

１３時間以上１４時間未満は２５００円のそれぞれ１割（2 割）を延長料金として追加

していただきます 

 

＜送迎の範囲について＞ 

☆送迎は利用者の自宅と事業所間を原則とします。但し利用者の居住実態（例：近隣の親

戚の家等）がある場所に限り、当該場所へ送迎も可能です。その場合は安全な送迎を

行うため事前相談が必要です。 

☆降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ずサービス提供時間が短くなった場合

や利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合でも、計画上の単位数を

いただきます。 

 

 

＜加 算＞ 

☆入浴介助加算：入浴をされた場合サービスの内容により、１日につき４００円又は 

５５０円の１割（2～3 割）どちらかをいただきます。 

☆個別機能訓練加算：身体機能及び生活機能の維持・向上を目的に個別機能訓練を 

いたします。実施にあたり下記の通りにいただきます。 

・Ⅰイ（機能訓練指導員１人）：１日あたり５６０円  １割（2～3 割） 

・Ⅰロ (機能訓練指導員２人) ：１日あたり７６０円  １割（2～3 割）  

・Ⅱ 個別機能計画書を作成し厚生労働省にデータ提出 

：１月あたり２００円  １割（2～3 割） 

※Ⅰイ又はⅠロはどちらかをいただきます。 

※居宅の生活状況を確認するため 3 か月毎に機能訓練指導員等が自宅訪問をします。 

☆栄養改善加算：食形態や嚥下機能を配慮し栄養ケア計画を作成・評価します。 

3 ヶ月以内に月/2 回実施した場合は 1 回 ２,０００円の 1 割(2～3 割) 

をいただきます。 

 ☆栄養アセスメント加算：管理栄養士等が共同で栄養面の相談を行い、厚生労働省に 

データ提出し的確に活用した場合、１月にあたり５００円 の 1 割(2 

～3 割)をいただきます。 
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 ☆口腔機能向上加算Ⅰ：歯科衛生士又は看護職員が口腔機能改善管理指導計画書を作成 

しサービスを実施し記録します。1 回につき１,５００円/月 2 回までの 

１割（2～3 割）をいただきます。 

          Ⅱ：厚生労働省にデータ提出し的確に実施した場合、1 回につき 

１，６００円/月 2 回までの１割（2～3 割）をいただきます。 

 ☆口腔・栄養スクーリング加算：6 ヶ月ごとに口腔の健康状態や栄養状態について確認し、 

ケアマネージャーに報告します。1 回/6 ヶ月に 1 回２００円頂きます。 

☆認知症加算：介護職員又は看護職員を基準より 2 名多く配置し、認知症介護実践研修

等修了者を 1 名配置し、利用者総数のうち認知度Ⅲ以上の方が 15%以上

占めている場合、1 日につき６００円の 1 割（2～3 割）をいただきます。 

☆ＡＤＬ維持加算：一定期間内にＡＤＬ（日常生活動作）の維持または改善の度合いが

一定の水準を超えた場合に、数値により一月に３００円の１割（２割、

３割）もしくは６００円の１割（２割、３割）をいただきます。 

☆科学的介護推進体制加算：ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の心

身状況等に係る基本的な情報をデータ提出して活用をする場合、１月に

つき４００円の 1 割（２～３割）をいただきます。 

☆中重度者ケア体制加算：看護職員を専従で 1 名配置し、介護職員又は看護職員を基準 

より 2 名多く配置し、利用者総数のうち要介護 3 以上の方が 30%以上占 

めている場合、1 日につき４５０円の 1 割（2～3 割）をいただきます。 

☆サービス提供体制強化加算Ⅰ：サービスを提供する介護職員の総数のうち、介護福祉 

士の資格を持つ職員の割合が７０％以上または総数のうち 10年以上勤務 

の介護福祉士が２５％以上配置しており、1 回あたり２２０円の 1 割（2 

～3 割）をいただきます。 

☆職員処遇改善加算：１月あたりのサービス利用料と加算の合計の 9.2％を加算とし 

て頂きます。※令和 6 年 6 月 1 日より。 

 

☆上記の加算項目は、すべて実施しているものではありません。現在提供中の項目は、  

 別紙「デイサービスセンター松寿園利用料金表」に提示しています。 

 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①食事の提供（食費） 

 ご利用者に提供する食事にかかる費用です。 

 当事業所では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身

体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

料金：1 回当たり 昼食 ６４０円 、夕食 ４７０円  

  食事時間：   （12：00～13：00） （17：30～18：30） 
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②レクリエーション、クラブ活動  

ご利用者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

③日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等、ご利用者の日常生活に要する適当であるものは、ご利用者

またはご契約者に費用を負担していただきます。 

 おむつ等の排泄備品代 ガーゼ等の処置剤代 等：実費 

 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前ま

でにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6 条参照）（三者契約書第 7 条参照） 

前記（１）（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算しご請求しますので、      

翌月２２日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

ア． 窓口での現金支払い  

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

   ご利用できる金融機関：銀行、信用金庫、郵便局、 

農協など 

ウ．下記指定口座への振り込み 

      北国銀行  小松中央支店 普通預金 492495 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 7 条参照）（三者契約書第 8 条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者又はご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を

中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合

にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご利用者の体

調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％・２０％ 

・３０％（自己負担相当額） 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者又は

ご利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契

約者に提示して協議します。 
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６．苦情の受付について（契約書第 20 条参照）（三者契約書第 21 条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口 

デイサービスセンター松寿園 所在地 小松市向本折町ホ３１番地 

          電話番号（0761）22-0352 FAX（0761）23-2055 

苦情解決担当者  管理者  古新 明美 

 ○受付時間   毎週月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：３０ 

 〇苦情処理 第三者委員会  能邨祐樹  電話 0761-22-0776 

               川畑 博  電話 0761-21-9238 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

小松市役所 

介護保険担当課 

 

所在地 小松市小馬出町９１ 

電話番号（0761）24-8148 ＦＡＸ（0761）23-3243 

受付時間 9：00～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く） 

国民健康保険団体連合会 所在地 金沢市幸町１２－１ 

電話番号（076）231-1110 ＦＡＸ（076）231-1601 

受付時間 9：00～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く） 

石川県社会福祉協議会 

 

所在地 金沢市本多町３－１－１０ 

電話番号（076）224-1212 ＦＡＸ（076）222-8900 

受付時間 9：00～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く） 

 

 

７．非常災害時の対策 

災害時等によるサービスの変更、中止  

 事業所は、天候不順、災害、感染症等によりサービス実施の継続が困難な状況が生じ

た場合、サービス内容を変更または中止させていただく事があります。その場合は、

ご利用者及びその家族に対して関係機関へ連携を図るなど最善対策を講じます 

 

８．事故発生時の対応について 

  ・利用者の転倒どの事故発生防止の措置を適切に実施するための担当者を置き、介護

事故防止委員会及び職員に対する研修を定期的に行います。 

  ・介護事故発生防止のための指針の整備をします。 

  ・サービス提供中により事故が発生した場合には速やかに、ご家族等に連絡を行うと 

ともに必要な場合は行政に報告し必要な措置を講じます。 

  ・事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、利用者に生じた損害について

賠償する責任を負います。但し、利用者に故意または過失が認められる場合にはこ

の限りではありません。  
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９．サービスの利用に関する留意事項 

・施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・喫煙に関して、基本施設内は禁煙です。サービス利用中に喫煙を希望される場合は

屋外の指定喫煙所を利用して頂きます。 

・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊し

たり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・当事業所の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

・リスクに関する説明では、事業所内は安全な環境作りに努めております。しかし、

ご利用者の身体状況や病気等に伴う様々な症状が原因となり危険性を伴うことを十

分ご理解ください。このことはご自宅でも起こりうることですので、十分ご留意く

ださいますようお願い申し上げます。 

・サービスを提供している職員及び他のご利用者に対し、暴言、暴力、ハラスメント 

行為等で心身被害にあたる言動が続く場合は、関連機関と対策協議いたします 

 

 

１０．虐待防止の措置に関する事項  

①事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講じています。 

・虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について職員に周知徹底を図る 

・虐待防止のための指針の整備 

・虐待を防止するための定期的な研修の実施 

・措置を適切に実施するための担当者の設置 

② 事業所は、サービスの提供中に当該事業所の職員又は養護者（利用者の家族等利用者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に市町村に通報するものとします。 

 

 １１．守秘義務に関する対策 

   業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らし

ません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 

 

１２．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

 感染症の予防及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から必要時の委員

会の開催、施設としての指針の整備、研修の実施、訓練（シュミレーション）の実施

に取り組みます。 
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１３．業務継続計画の策定等 

感染症または非常災害において、利用者に対する指定介護の提供を継続的に実施す

るための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（「業務継続計画」）

を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。 

職員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施します。 

定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行います。 

 

 

１４．第３者評価の実施状況について 

   受けておりません 

 

 

 

以上 


